
委 託 契 約 書

和歌山県（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）とは、令和２年度東牟婁

振興局直流電源装置用蓄電池交換に関する業務の委託について、次のとおり契約を締結する。

（委託業務）

第１条 甲は、次の業務の実施を乙に委託し、乙は、これを受託する。

（１） 業務名 令和２年度東牟婁振興局直流電源装置用蓄電池交換業務

（２） 業務の内容及び経費 別添委託業務仕様書のとおり

（契約期間）

第２条 前条に掲げる業務（以下「委託業務」という。）の契約期間は、令和２年○○月○○

日から令和２年１２月１８日までとする。

（処理の方法）

第３条 乙は、委託業務を別添の委託業務仕様書に記載された内容に従って実施しなければな

らない。

（委託費）

第４条 甲は、委託業務に要する費用（以下「委託費」という。）として金○○○○円（うち

消費税及び地方消費税の額○○円）を乙に支払うものとする。

（契約保証金）

第５条 （Ａ） 契約保証金は、金○○○円とする。

（Ｂ） 契約保証金は、免除する。

（注） 場合に応じ、（A）又は（Ｂ）を選択します。

（実績報告）

第６条 乙は、委託業務を終了したときは、その事業の成果を記載した委託業務実績報告書を

遅滞なく甲に提出しなければならない。

（確認等）

第７条 甲は、乙から委託業務実績報告書の提出を受けたときは、これを検査し、適当と認め

たときは当該報告書の引渡しを受けるものとする。

２ 甲は、前項の検査の結果不適当と認めたときは、乙に委託業務のやり直し等を命じること

ができるものとし、これに要する費用は乙の負担とする。

（委託費の支払）

第８条 乙は、委託業務実績報告書を甲に引き渡したときは、甲に対して委託費の支払請求書

を提出するものとする。

２ 甲は、前項の適法な支払請求書の提出があったときは、その日から３０日以内に委託費を

乙に支払うものとする。

３ 甲は、その責めに帰する理由により委託費の支払が遅れたときは、当該未払額につきその

遅延日数に応じ、年２．６パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うもの

とする。

（調査等）

第９条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対し、委託業務の実施状況、委託費の使途そ

の他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（委託業務の内容の変更）

第１０条 甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更するこ

とができる。この場合において、委託費又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協

議して書面によりこれを定めるものとする。

（履行遅滞等）



第１１条 乙は、履行期限までに委託業務を完了することが困難となったときは、甲に対して

遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。この場合において、その

延長日数は甲乙協議して定めるものとする。

２ 乙は、前項の場合において、その理由が乙の責めに帰するものであるときは、委託費につ

きその延長日数に応じ、年５．０パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に支払わ

なければならない。

（再委託等の禁止）

第１２条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはなら

ない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

（甲の解除権）

第１３条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告なしにこの契約を

解除し、既に支払った委託料がある場合は、その全部又は一部の返還を請求することができ

る。

（１）乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

（２）乙がこの契約後相当期間経過しても委託業務に着手しないとき又は契約期間内にこの

契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

（３）乙が、次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等（乙の役員又はその支店、営業所等を代表する者をいう。以下同じ。）が、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号。以下「暴
力団対策法」という。）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下この号において「暴
力団員」という。）であると認められるとき。

イ 暴力団（暴力団対策法第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下この号において
同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認め

られるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。

カ 乙が、委託業務の一部を第三者に再委託する場合において、その相手方がアからオ

までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる

とき。

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を委託業務の一部の再委託契約の相手

方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除

を求め、乙がこれに従わなかったとき。

（４）乙から次条第２項の規定による事情によらないで契約解除の申出があったとき。

２（Ａ）前項の規定によりこの契約を解除したときは、契約保証金は、甲に帰属する。

（Ｂ）前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託費の１０．０パーセントに

相当する額の賠償金を甲に支払わなければならない。

（注）第５条（契約保証金）で(A)を使用するときは(A)、(B)を使用する
ときは(B)をそれぞれ使用するものとします。

（委託業務の変更等）

第１４条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議して委託業務を変更し、一時中止し、

又は打ち切ることができる。



２ 乙は、天災地変その他やむを得ない事情により委託業務の遂行が困難となったときは、委

託業務中止（廃止）申出書を甲に提出し、甲と協議の上、この契約を解除し、又はこの契約

の一部の変更を行うことができる。

（損害賠償）

第１５条 乙は、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し甲又は第三者に損害を

与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

（秘密の保持）

第１６条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この委託業務

終了後も同様とする。

（書類の整備）

第１７条 乙は、委託業務係る経費について、帳簿を備え、収入及び支出の額を記載し、その

出納を明らかにしておかなければならない。

２ 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を委託業務の完了の年度の翌年度か

ら５年間保管しなければならない。

（管轄裁判所）

第１８条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を

第一審の裁判所とする。

（その他）

第１９条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項で必要な事項は、

甲乙協議して定めるものとする。

この契約の証としてこの証書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その１通を保

有する。

令和 年 月 日

甲 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

乙 住 所

氏 名 ○ ○ ○ ○ 印


